
狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
消
除
）

（
登
録
の
消
除
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

市
町
村
長
は
、
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け

（
新
設
）

た
犬
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
犬
の

登
録
を
消
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
犬
又
は
そ
の
犬
の
所
有
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合

二

そ
の
犬
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
所
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
そ
の
犬
の

登
録
を
消
除
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合


